
（令和7年4月1日改訂）申請から
設置までの
期間を短縮
します。

福岡市街頭防犯カメラ設置補助金制度を利用して設置した防犯カメラについて、
賠償責任保険に市が一括で加入しています。市が一括で加入手続きを行うため、
各自治会等での手続きや保険料の支払い等は必要ありません。

○ 補償の内容
・対人賠償 ：１人、１事故または１請求 　     １億円
・対物賠償 ：１事故または１請求　　　    ３千万円

○ 保険の対象事故
他人の身体または財物に損害を与え、
法律上の賠償責任を負う事故

街頭防犯カメラの
賠償責任保険について

補助金制度に関する問合せ先

申請書類等の提出窓口

防犯カメラ設置場所の相談

福岡市　街頭防犯カメラ

「福岡県安全・安心まちづくりアドバイザー派遣事業」
福岡県ホームページ  https://www.anzen-fukuoka.jp/adviser/

福岡市市民局防犯･交通安全課 711-4054

制度の詳細は、「福岡市街頭防犯カメラ設置補助金制度ガイドブック」を
ご覧ください。ガイドブックは、福岡市ホームページよりダウンロードできます。
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プライバシーの保護への
配慮や機器の維持管理など
適正な管理運用を
行ってください。

①３業者以上からの設置費用見積書
②設置箇所及び撮影範囲を明記した図面
③設置する防犯カメラの概要が分かるカタログ等
④設置する場所の所有者等の権利者から、許可が得られていることを証する書類
※設置場所が私有地でない場合は、内示後に提出してください。
⑤団体規約及び役員名簿
⑥その他市長が指示する書類

補助金の交付申請

補助金の額の確定・交付

自治協議会 自治会・町内会 その他市長が認める団体

① 特定の場所に常設し、画像記録装置を有するカメラであること。
② 道路等の公共空間を撮影区域とすること。
③ 防犯カメラを設置している旨を表示すること（図1参照）。
④ 防犯カメラ設置場所の所有者等から許可を得ること。
⑤ 「管理運用責任者」及び「操作取扱者」を指定すること。
⑥ 街頭防犯カメラ管理運用規程を策定すること。
⑦ 画像の保存期間は30日以内とし、経過後は消去すること。
⑧ 第三者へ画像を提供しないこと。
⑨ その他、福岡市街頭防犯カメラ設置補助事業管理運用要綱を遵守すること。

九州電力送配電柱への共架を希望する場合、共架が可能であるか
を確認するため九州電力送配電への『照会申込』が必要です。
（電柱1本につき500円〔税抜〕が必要です。）共架が可能な場合、内
示後に九州電力送配電との契約書の写しを提出していただきます。

九州電力送配電の電柱への共架を希望する場合

NTT柱への添架を希望する場合、添架が可能であるかをNTTへ
確認が必要です。添架が可能な場合、内示後に、NTTとの契約書
の写しを提出していただきます。

NTT柱への添架を希望する場合

※ 手続きの詳細は、九州電力送配電株式会社の各配電事業所に
　 お問い合わせください。

※手続きの詳細は、NTTへお問い合わせください。

● 過去犯罪の
発生した場所

● 通学路
● 見通しが悪い場所

（設置例）

など

※設置後の保守点検、電気料金等の維持管理費は補助対象外となります。

①防犯カメラ、録画装置等の機器購入及び設置工事に係る経費
②防犯カメラの撮影を示す看板設置に係る経費

補助上限台数

下記①②のいずれか低い方補助金額

※防犯カメラ（レコーダー等含む）１台あたりの平均設置費用は約29万円です。（令和6年度実績）

※無線LANを整備することにより、カメラの録画映像の確認が容易になります。

ただし、録画機能を有しない防犯カメラのみ、録画装置（レコーダー）のみを

設置する場合、各1台につき
 
100,000円

犯罪の予防
安心感の醸成
事件・事故の早期解決

犯罪のない安全で
住みよいまち
「ふくおか」の実現

防犯カメラ
① 有効画素数：100万画素以上 
② 防水、防塵基準：国際電気標準会議規格IP66以上

録画装置
① 録画速度：3コマ／秒以上
② 録画日数：7日間以上

① 補助率 補助対象経費の75％
② 補助上限額
・自立柱（ポール）を建設のうえ、防犯カメラを設置する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １台につき 250,000円
・上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
１台につき 200,000円

街頭防犯カメラの設置場所、撮影範囲等が適当と認めたときは市から補助金交付の内示、決定を行います。
※設置場所がすべて私有地の場合、内示を省略し交付決定を行います。

内示・補助金の交付決定

1年度につき4台まで（翌年度以降、再度申請は可能）
★ 設置機器は次の性能を推奨します。

※第一次受付次第で、第二次受付を行う場合があります。（先着順）
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令和7年度

令和6年度内に
意向調査書を
提出された団体

それ以外の
団体

交付申請受付
令和6年度 

意向調査書提出分（ )

第一次受付 第二次受付※

（先着順）
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